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内国郵便約款新旧対照表 

※下線部分は改正部分 

現    行 改    正 

別記１５ バーコード付郵便区内特別郵便物の差出事業所 

 

 次のいずれかの事業所とします。 

１ 次表に掲げる事業所 

 

都道府県名 事 業 所 名 

（略） （略） 

山形県 

朝日郵便局、温海郵便局、左沢郵便局、余目郵便局、荒砥郵便局、大石田郵便

局、大山郵便局、小国郵便局、尾花沢郵便局、金山郵便局、河北郵便局、上山

郵便局、狩川郵便局、小松郵便局、寒河江郵便局、酒田郵便局、清水郵便局、

白鳥郵便局、新庄郵便局、関根郵便局、高畠郵便局、玉野郵便局、鶴岡郵便局、

手ノ子郵便局、天童郵便局、飛島郵便局、長井郵便局、長崎郵便局、中津川郵

便局、南陽郵便局、西川郵便局、萩生郵便局、羽黒郵便局、万世郵便局、東根

郵便局、肘折郵便局、平田郵便局、福原郵便局、藤島郵便局、舟形郵便局、古

口郵便局、真室川郵便局、南原郵便局、宮内郵便局、宮宿郵便局、村山郵便局、

村山大久保郵便局、最上郵便局、山形中央郵便局、山形南郵便局、山辺郵便局、

遊佐郵便局及び米沢郵便局 

（略） （略） 

栃木県 

足尾郵便局、足利郵便局、足利西郵便局、粟野郵便局、石橋郵便局、市貝郵便

局、氏家郵便局、宇都宮中央郵便局、宇都宮東郵便局、大田原郵便局、大平郵

便局、小川郵便局、小山郵便局、鹿沼郵便局、烏山郵便局、川治郵便局、河内

郵便局、喜連川郵便局、鬼怒川温泉郵便局、葛生郵便局、黒磯郵便局、黒田原

郵便局、佐野郵便局、下野小金井郵便局、高根沢郵便局、玉生郵便局、中禅寺

郵便局、道場宿郵便局、栃木郵便局、富田郵便局、那須郵便局、西那須野郵便

局、日光郵便局、日光東郵便局、楡木郵便局、野木郵便局、芳賀郵便局、馬頭

郵便局、福居郵便局、文挾郵便局、間々田郵便局、壬生郵便局、真岡郵便局、

茂木郵便局及び矢板郵便局 
（略） （略） 

東京都 

赤坂郵便局、赤羽郵便局、昭島郵便局、あきる野郵便局、浅草郵便局、足立郵

便局、足立北郵便局、足立西郵便局、荒川郵便局、板橋郵便局、板橋北郵便局、

板橋西郵便局、上野郵便局、牛込郵便局、江戸川郵便局、荏原郵便局、王子郵

便局、青梅郵便局、大泉郵便局、大崎郵便局、大森郵便局、荻窪郵便局、落合

郵便局、恩方郵便局、葛西郵便局、葛飾郵便局、葛飾新宿郵便局、蒲田郵便局、

神田郵便局、京橋郵便局、清瀬郵便局、銀座郵便局、国立郵便局、小石川郵便

局、小岩郵便局、麹町郵便局、小金井郵便局、国分寺郵便局、小平郵便局、狛

江郵便局、品川郵便局、芝郵便局、渋谷郵便局、石神井郵便局、城東郵便局、

新宿郵便局、新宿北郵便局、杉並郵便局、杉並南郵便局、成城郵便局、世田谷

郵便局、高輪郵便局、立川郵便局、多摩郵便局、玉川郵便局、千歳郵便局、千

鳥郵便局、調布郵便局、鶴川郵便局、田園調布郵便局、東京中央郵便局、豊島

別記１５ バーコード付郵便区内特別郵便物の差出事業所 

 

 次のいずれかの事業所とします。 

１ 次表に掲げる事業所 

 

都道府県名 事 業 所 名 

（略） （略） 

山形県 

朝日郵便局、温海郵便局、左沢郵便局、余目郵便局、荒砥郵便局、大石田郵便

局、大山郵便局、小国郵便局、尾花沢郵便局、金山郵便局、河北郵便局、上山

郵便局、狩川郵便局、小松郵便局、寒河江郵便局、酒田郵便局、清水郵便局、

白鳥郵便局、新庄郵便局、関根郵便局、高畠郵便局、玉野郵便局、鶴岡郵便局、

手ノ子郵便局、天童郵便局、長井郵便局、長崎郵便局、中津川郵便局、南陽郵

便局、西川郵便局、萩生郵便局、羽黒郵便局、万世郵便局、東根郵便局、肘折

郵便局、平田郵便局、福原郵便局、藤島郵便局、舟形郵便局、古口郵便局、真

室川郵便局、南原郵便局、宮内郵便局、宮宿郵便局、村山郵便局、村山大久保

郵便局、最上郵便局、山形中央郵便局、山形南郵便局、山辺郵便局、遊佐郵便

局及び米沢郵便局 

（略） （略） 

栃木県 

足尾郵便局、足利郵便局、足利西郵便局、粟野郵便局、石橋郵便局、市貝郵便

局、岩舟郵便局、氏家郵便局、宇都宮中央郵便局、宇都宮東郵便局、大田原郵

便局、大平郵便局、小川郵便局、小山郵便局、鹿沼郵便局、烏山郵便局、川治

郵便局、河内郵便局、喜連川郵便局、鬼怒川温泉郵便局、葛生郵便局、黒磯郵

便局、黒田原郵便局、佐野郵便局、下野小金井郵便局、高根沢郵便局、玉生郵

便局、中禅寺郵便局、道場宿郵便局、栃木郵便局、富田郵便局、那須郵便局、

西那須野郵便局、日光郵便局、日光東郵便局、楡木郵便局、野木郵便局、芳賀

郵便局、馬頭郵便局、福居郵便局、藤岡郵便局、文挾郵便局、間々田郵便局、

壬生郵便局、真岡郵便局、茂木郵便局及び矢板郵便局 
（略） （略） 

東京都 

赤坂郵便局、赤羽郵便局、昭島郵便局、あきる野郵便局、浅草郵便局、足立郵

便局、足立北郵便局、足立西郵便局、荒川郵便局、板橋郵便局、板橋北郵便局、

板橋西郵便局、上野郵便局、牛込郵便局、江戸川郵便局、荏原郵便局、王子郵

便局、青梅郵便局、大泉郵便局、大崎郵便局、大森郵便局、荻窪郵便局、落合

郵便局、恩方郵便局、葛西郵便局、葛飾郵便局、葛飾新宿郵便局、蒲田郵便局、

神田郵便局、京橋郵便局、清瀬郵便局、銀座郵便局、国立郵便局、小石川郵便

局、小岩郵便局、麹町郵便局、小金井郵便局、国分寺郵便局、小平郵便局、狛

江郵便局、品川郵便局、芝郵便局、渋谷郵便局、石神井郵便局、城東郵便局、

新宿郵便局、新宿北郵便局、杉並郵便局、杉並南郵便局、成城郵便局、世田谷

郵便局、高輪郵便局、立川郵便局、多摩郵便局、玉川郵便局、千歳郵便局、千

鳥郵便局、調布郵便局、鶴川郵便局、田園調布郵便局、東京中央郵便局、豊島
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郵便局、中野郵便局、中野北郵便局、西東京郵便局、日本橋郵便局、練馬郵便

局、八王子郵便局、八王子西郵便局、八王子南郵便局、羽村郵便局、晴海郵便

局、東久留米郵便局、東村山郵便局、光が丘郵便局、日野郵便局、深川郵便局、

本郷郵便局、本所郵便局、町田郵便局、町田西郵便局、三鷹郵便局、向島郵便

局、武蔵野郵便局、武蔵府中郵便局、武蔵村山郵便局、目黒郵便局及び代々木

郵便局 

新潟県 

相川郵便局、赤泊郵便局、阿賀野郵便局、新井郵便局、荒浜駅前郵便局、石打

郵便局、出雲崎郵便局、五日町郵便局、糸魚川郵便局、岩沢郵便局、浦川郵便

局、浦川原郵便局、越後田沢郵便局、越後明治郵便局、越後吉田郵便局、青海

郵便局、大川谷郵便局、大平郵便局、大野町郵便局、大割野郵便局、小木郵便

局、小千谷郵便局、柿崎郵便局、加治郵便局、柏崎郵便局、片貝郵便局、潟町

郵便局、金井郵便局、上川郵便局、加茂郵便局、川口郵便局、川東郵便局、北

条郵便局、頸城郵便局、小出郵便局、五泉郵便局、佐和田郵便局、三条郵便局、

下田郵便局、新発田郵便局、白根郵便局、新道郵便局、菅谷郵便局、守門郵便

局、聖籠郵便局、関川郵便局、関山郵便局、千手郵便局、高田郵便局、高千郵

便局、竹沢郵便局、津川郵便局、燕郵便局、寺泊郵便局、十日町郵便局、栃尾

郵便局、豊栄郵便局、長岡郵便局、長岡西郵便局、中鯖石郵便局、中条郵便局、

七日町郵便局、新潟中央郵便局、新潟西郵便局、新津郵便局、新穂郵便局、西

川郵便局、能生郵便局、畑野郵便局、羽茂郵便局、菱里郵便局、分水郵便局、

巻郵便局、牧村郵便局、松代郵便局、松之山郵便局、松浜郵便局、三川郵便局、

見附郵便局、妙高高原郵便局、六日町郵便局、六日町郵便局塩沢集配分室、村

上郵便局、村松郵便局、大和郵便局、湯沢郵便局、与板郵便局、横越郵便局、

吉川郵便局、来迎寺郵便局、礼拝郵便局、両津郵便局、脇野町郵便局及び和島

郵便局 
（略） （略） 

 

２ 次表の中欄に掲げる事業所（同表の右欄に掲げる期限日までの間に限ります。） 

 

都道府県名 事 業 所 名 期限日 

青森県 四和郵便局 2024 年 2月 18 日 

福島県 大信郵便局 2024 年 2月 18 日 

千葉県 

松戸北郵便局 2024 年 2月 25 日 

海上郵便局 2024 年 3月 10 日 

蓮沼郵便局及び松尾郵便局 2024 年 3月 17 日 

熊本県 坂本郵便局 2024 年 2月 18 日 

 

別記１６ 特別料金(4)が適用される郵便区内特別郵便物の差出事業所 

 

 次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる事業所とします。 

 １ (略) 

 

 ２ 別記１３の封筒の材質等に関する条件を満たす厚さ６ミリメートル以下の特殊取扱としない

定形郵便物であって、６けた目及び７けた目が「００」の郵便番号が付された地域に存するあて

郵便局、中野郵便局、中野北郵便局、西東京郵便局、にほんばし蔵前郵便局（２

０２４年５月５日以降に限ります。）、練馬郵便局、八王子郵便局、八王子西

郵便局、八王子南郵便局、羽村郵便局、晴海郵便局、東久留米郵便局、東村山

郵便局、光が丘郵便局、日野郵便局、深川郵便局、本郷郵便局、本所郵便局、

町田郵便局、町田西郵便局、三鷹郵便局、向島郵便局、武蔵野郵便局、武蔵府

中郵便局、武蔵村山郵便局、目黒郵便局及び代々木郵便局 

新潟県 

相川郵便局、赤泊郵便局、阿賀野郵便局、新井郵便局、荒浜駅前郵便局、石打

郵便局、出雲崎郵便局、五日町郵便局、糸魚川郵便局、岩沢郵便局、浦川原郵

便局、越後田沢郵便局、越後明治郵便局、越後吉田郵便局、青海郵便局、大川

谷郵便局、大平郵便局、大野町郵便局、大割野郵便局、小木郵便局、小千谷郵

便局、柿崎郵便局、加治郵便局、柏崎郵便局、片貝郵便局、潟町郵便局、金井

郵便局、上川郵便局、加茂郵便局、川口郵便局、川東郵便局、北条郵便局、頸

城郵便局、小出郵便局、五泉郵便局、佐和田郵便局、三条郵便局、下田郵便局、

新発田郵便局、白根郵便局、新道郵便局、菅谷郵便局、守門郵便局、聖籠郵便

局、関川郵便局、関山郵便局、千手郵便局、高田郵便局、高千郵便局、竹沢郵

便局、津川郵便局、燕郵便局、寺泊郵便局、十日町郵便局、栃尾郵便局、豊栄

郵便局、長岡郵便局、長岡西郵便局、中鯖石郵便局、中条郵便局、七日町郵便

局、新潟中央郵便局、新潟西郵便局、新津郵便局、新穂郵便局、西川郵便局、

能生郵便局、畑野郵便局、羽茂郵便局、菱里郵便局、分水郵便局、巻郵便局、

牧村郵便局、松代郵便局、松之山郵便局、松浜郵便局、三川郵便局、見附郵便

局、妙高高原郵便局、六日町郵便局、六日町郵便局塩沢集配分室、村上郵便局、

村松郵便局、大和郵便局、湯沢郵便局、与板郵便局、横越郵便局、吉川郵便局、

来迎寺郵便局、礼拝郵便局、両津郵便局、脇野町郵便局及び和島郵便局 

 

（略） （略） 

 

２ 次表の中欄に掲げる事業所（同表の右欄に掲げる期限日までの間に限ります。） 

 

都道府県名 事 業 所 名 期限日 

東京都 日本橋郵便局 2024 年 5月 4日 

新潟県 浦川郵便局 2024 年 5月 6日 

 

 

 

 

 

別記１６ 特別料金(4)が適用される郵便区内特別郵便物の差出事業所 

 

 次に掲げる区分に従い、それぞれ次に掲げる事業所とします。 

 １ (略) 

 

 ２ 別記１３の封筒の材質等に関する条件を満たす厚さ６ミリメートル以下の特殊取扱としない

定形郵便物であって、６けた目及び７けた目が「００」の郵便番号が付された地域に存するあて
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所にあてたもの以外のもの 

   次のいずれかの事業所とします。 

  (1) （略） 

  (2) 別記１５に掲げる事業所のうち、次のいずれかの事業所 

   ア 次表の中欄に掲げる事業所（同表の右欄に掲げる期限日までの間に限ります。） 

 

都道府県名 事 業 所 名 期限日 

（略） （略） （略） 

青森県 

四和郵便局 2024 年 2月 18 日 

大深内郵便局及び奥瀬郵便局 2024 年 3月 31 日 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

茨城県 

大津郵便局、協和郵便局、久米郵便局、天下野郵便局、

里美郵便局、町屋郵便局、松平郵便局、八千代郵便局

及び若栗郵便局 

2024 年 3月 31 日 

 

千葉県 

 

（略） 

 

（略） 

（略） （略） （略） 

熊本県 

坂本郵便局 2024 年 2月 18 日 

泉郵便局、五木郵便局、産山郵便局、鹿北郵便局、菊

水郵便局、玉東郵便局、五家荘郵便局、御所浦郵便局、

佐伊津郵便局、下浦郵便局、新和郵便局、田浦郵便局、

東陽郵便局、波野郵便局、姫戸郵便局、三加和郵便局、

宮地岳郵便局、湯浦郵便局、龍ヶ岳郵便局及び竜北郵

便局 

2026 年 3 月 31 日 

（略） （略） （略） 
 

   イ 次表の中欄に掲げる事業所（同表の右欄に掲げる期間に限ります。） 

 

都道府県名 事 業 所 名 期間 

青森県 
十和田郵便局 2024 年 2月 19 日から

2024 年 3月 31 日 

熊本県 
八代郵便局 2024 年 2 月 19 日から

2026 年 3月 31 日 

 

 

 

 

 

 

所にあてたもの以外のもの 

   次のいずれかの事業所とします。 

  (1) （略） 

  (2) 別記１５に掲げる事業所のうち、次表の中欄に掲げる事業所（同表の右欄に掲げる期限日

までの間に限ります。） 

 

都道府県名 事 業 所 名 期限日 

（略） （略） （略） 

青森県 

（削る） （削る） 

（削る） （削る） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

（削る） （削る） （削る） 

栃木県 岩舟郵便局及び藤岡郵便局 2027 年 3月 31 日 

千葉県 （略） （略） 

（略） （略） （略） 

熊本県 

（削る） （削る） 

泉郵便局、五木郵便局、産山郵便局、鹿北郵便局、菊

水郵便局、玉東郵便局、五家荘郵便局、御所浦郵便局、

佐伊津郵便局、下浦郵便局、新和郵便局、田浦郵便局、

東陽郵便局、波野郵便局、姫戸郵便局、三加和郵便局、

宮地岳郵便局、八代郵便局、湯浦郵便局、龍ヶ岳郵便

局及び竜北郵便局 

2026 年 3 月 31 日 

（略） （略） （略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則（２０２４年３月７日 2023-日郵施第０２６６号） 

 

 この改正規定は、２０２４年４月１日から実施します。 
 


